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消
防

な
ん
で
も

知
っ
て
お
き
た
い

こちら

です!

「
平
成
24
年
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す

第
１　

目
的

　
　

春
は
、
入
学
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
、
本
格
的
に
交
通
社
会
に
仲

間
入
り
し
た
新
入
学
児
童
の
交
通
事
故
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　
　

ま
た
、
高
齢
者
が
関
係
す
る
交
通
死
亡
事
故
は
、
依
然
と
し

て
多
発
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
　

そ
こ
で
、
新
入
学
児
童
を
始
め
県
民
一
人
ひ
と
り
に
交
通
安

全
思
想
の
普
及
・
浸
透
を
図
り
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し

い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け
る
と
と
も
に
、
県
民
自
身

に
よ
る
道
路
交
通
環
境
の
改
善
に
向
け
た
取
組
み
を
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
交
通
事
故
防
止
の
徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
に

実
施
し
ま
す
。

第
２　

期
間
等

　

１　

平
成
24
年
４
月
６
日
（
金
）
か
ら
４
月
15
日
（
日
）

　
　
　

ま
で
の
10
日
間

　

２　

交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日　

４
月
10
日
（
火
）

第
３　

主
唱　

熊
本
県
交
通
安
全
推
進
連
盟

第
４　

運
動
重
点
等

　

１　

運
動
の
基
本　

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

　

２　

運
動
の
重
点　

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
、

　
　
　

全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

　
　
　

正
し
い
着
用
の
徹
底
、
飲
酒
運
転
の
根
絶

18
歳
未
満
が
使
用
す
る
携
帯
電
話
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
加
入
の
徹
底
を

　

新
学
期
は
、
子
ど
も
達
が
初
め
て
携
帯
電
話
を
持
つ
時
期
で
も

あ
り
、
興
味
本
位
、
安
易
な
気
持
ち
で
出
会
い
系
サ
イ
ト
等
に
ア

ク
セ
ス
し
、
犯
罪
等
の
被
害
に
遭
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
そ

の
予
防
対
策
と
し
て
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

○
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
加
入
は
保
護
者
の
責
任

○
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
保
護
者
の
注
意
が
必
要

○
子
ど
も
に
も
責
任
感
を

○
ル
ー
ル
を
決
め
て
正
し
く
利
用

※
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
と
は
、
少
年
に
と
っ
て
有
害
・
違
法
な
情
報

を
遮
断
し
、
有
益
な
悄
報
の
み
を
閲
覧
可
能
に
す
る
サ
ー
ビ
ス

の
こ
と
で
す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
は
、
携
帯
電
話
に
パ
ソ
コ
ン
や
Ｐ
Ｄ
Ａ

（
携
帯
情
報
端
末
）
の
機
能
が
備
わ
っ
た
も
の
で
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

高
森
警
察
署　

℡
６
２-

０
１
１
０

■
お
問
い
合
わ
せ
先 

　

阿
蘇
税
務
署　
　
　

℡
０
９
６
７-

２
２-

０
５
５
１

税
の
相
談
は
お
気
軽
に

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

　
　

国
税
に
関
す
る
ご
相
談
は
「
電
話
相
談
セ
ン
タ

ー
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
熊
本
国
税
局
税
務
相
談
室

の
職
員
が
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
ご
利
用
の
際
の
手
順
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

１　

最
寄
り
の
税
務
署
に
電
話
し
ま
す
。

２　

自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
番
号
「
１
」
を
選
択
し

ま
す
。

３　

自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
相
談
し
た
い
内
容
の
番

号
を
選
択
し
ま
す
。

　

 

⑴　

年
金
や
給
与
又
は
事
業
な
ど
の
所
得
税

　

 

⑵　

相
続
税
や
贈
与
税
又
は
譲
渡
所
得

　

 

⑶　

法
人
税
や
源
泉
所
得
税
又
は
年
末
調
整

　

 

⑷　

消
費
税
や
印
紙
税

　

 

⑸　

そ
の
他
の
お
問
い
合
わ
せ
や
ご
不
明
の
場
合

　

な
お
、
阿
蘇
税
務
署
に
ご
用
の
方
は
、
自
動
音
声
案

内
に
従
っ
て
、
番
号
「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

火
の
取
り
扱
い
に
ご
注
意
を

　

春
先
は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
の
強
い
日
が
多
く
な

り
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
と
な
り
ま
す
。
枯
れ

草
や
、
枯
れ
枝
に
ひ
と
た
び
燃
え
移
る
と
、
延
焼
が
拡

大
し
山
火
事
へ
と
発
展
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
私
た

ち
一
人
一
人
が
火
の
取
り
扱
い
に
十
分
注
意
す
る
こ
と

で
、
未
然
に
防
止
で
き
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

○
火
災
を
発
生
さ
せ
な
い
為
に
…

　

・
火
か
ら
離
れ
る
と
き
は
必
ず
消
し
て
離
れ
る
。

　

・
風
の
強
い
日
や
乾
燥
し
て
い
る
時
は
、

　
　

た
き
火
や
火
入
れ
を
し
な
い
。

　

・
タ
バ
コ
の
火
は
き
ち
ん
と
消
し
、

　
　

絶
対
に
ポ
イ
捨
て
は
し
な
い
。

　

・
火
遊
び
は
絶
対
に
し
な
い
。

　

・
火
災
が
発
生
し
や
す
い
場
所
で
の
、

　
　

火
気
の
取
り
扱
い
に
注
意
す
る
。

　

・
火
の
元
の
確
認
を
す
る
。

　

○
消
防
署
に
届
出
が
必
要
な
事
…

　

・
野
焼
き
（
届
出
書
が
必
要
）

　

・
枯
れ
草
、
枯
れ
枝
等
の
焼
却
（
消
防
署
に
電
話
で
連
絡
）

　

・
煙
殺
虫
剤
の
使
用
（
消
防
署
に
電
話
で
連
絡
）

　

・
他
か
ら
見
て
火
災
と
思
わ
れ
る
行
為
（
消
防
署
に
電
話
で
相
談
）

　

な
お
、
消
防
署
は
焼
却
の
許
可
を
行
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
火
災
と
間
違
っ
て
通
報
が
あ
っ
た
と
き
な
ど

の
対
応
の
た
め
に
、
届
出
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
広
域
消
防
本
部
南
部
分
署　

℡
６
２-

９
０
３
４




